
【お知らせ】
道路占用許可の継続・更新について

• 道路占用許可の継続・更新の意思を確認す
るため、往復はがきによる確認をしています。
往復はがきの見本（２ページ目）を参考に返
信をお願いします。

• はがきが届く前に占用物件を撤去した、また
はこれから撤去や変更を検討している方は、
返信する前に各路線を担当する出張所にご
連絡ください。

• 各路線の担当出張所
○富山国道維持出張所
国道8号（富山市水橋二杉～高岡市下石瀬）
国道41号（岐阜県飛騨市神岡町谷～富山市金泉寺）
○高岡国道維持出張所
国道8号（高岡市下石瀬～石川県河北郡津幡町九折）
国道156号（砺波市庄川町小牧～高岡市上四屋）
○黒部国道維持出張所
国道8号（下新川郡朝日町境～富山市水橋二杉）
○能越国道維持出張所
国道160号（氷見市脇～高岡市四屋）
国道470号（氷見市脇～高岡市池田）
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往復はがきの見本
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該当するものを
囲んてください

・印字されている内容に
変更がある場合は変更
内容を記入してください。

・占用物件の安全性の
確認をお願いします。

・廃止する場合は、廃止
予定日と理由、復旧方
法を記入してください。

更新

継続
印字されている内容に

変更がある場合は変更
内容を記入してください。

該当するものを
囲んでください。

印字されている内容に

変更がある場合は変更
内容を記入してください



各出張所所在地


